
  

一 

令和 5 年 9 月 22 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第７３号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 
規

則 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
四
号 

 
 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則 

 

趣
旨

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法

平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号

以
下

法

と
い
う

の
施
行
に
関
し

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令

平
成
十
六
年
政
令

第
百
六
十
八
号

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
六

十
四
号

以
下

省
令

と
い
う

及
び
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
浸

透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す
る
条
例

令
和
五
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号

に
定
め
る
も
の
の

ほ
か

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

 

 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
整
備
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請

 

第
二
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

雨
水
貯
留
浸
透

施
設
整
備
計
画
変
更
認
定
申
請
書

別
記
第
一
号
様
式

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は

省
令
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る

 

 

計
画
説
明
書

 

第
三
条 

省
令
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
説
明
書
は

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
及

び
対
策
工
事
の
計
画
説
明
書

別
記
第
二
号
様
式

と
す
る

 

２ 

前
項
の
計
画
説
明
書
に
は

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
対
策
工
事
の
工
程
表
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る

 

 

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
協
議
書
の
添
付
図
書

 

第
四
条 

省
令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
協
議
書
に
は

省
令
第
十
八
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

 

 

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
変
更
の
許
可
の
申
請
等

 

第
五
条 

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
許
可
申
請
書

別

記
第
三
号
様
式

と
す
る

 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は

省
令
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る

 

３ 

法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

雨
水

浸
透
阻
害
行
為
変
更
協
議
書

別
記
第
三
号
様
式

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

４ 

第
二
項
の
規
定
は

前
項
の
協
議
書
に
つ
い
て
準
用
す
る

 

 

軽
微
な
変
更
の
届
出

 

第
六
条 

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
届
出
書

別
記
第

四
号
様
式

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

 

 

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
の
添
付
図
書

 

第
七
条 

省
令
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
に

は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

 

 

一 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
位
置
及
び
形
状
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の

も
の 

 

二 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
構
造
詳
細
図
で
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の 

 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書 

 

身
分
証
明
書

 

第
八
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は

別
記

第
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る

 

２ 

法
第
七
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明

書
は

別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る

 

 

書
類
の
提
出
部
数

 

第
九
条 

法

省
令
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
き
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は

正
本
一
部
副
本
一
部

と
す
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

9 

月

22

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第７３号 令和 5 年 9 月 22 日 (金曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

           

 
第

一
号

様
式

（
第

二
条

第
一

項
）

 

別
 

記
 

雨
水
貯
留

浸
透

施
設
整
備
計
画

変
更
認

定
申

請
書
 

 
 

年
 

 
月
 
 

日
 

 
千
葉
県

知
事
 
 
 
 
 
様
 

申
請

者
 
住
 
所
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

法
人
に
あ

っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
 

所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
特
定
都

市
河
川
浸
水
被
害
対
策

法
第
1
1条

第
１
項
の
認
定
を

受
け

た
雨
水
貯

留
浸

透
施
設

整
備

計
画
に

つ
い
て
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
1
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、

次
の
と
お

り
申

請
し
ま

す
。
 

  
注

 
 
 

１
 

「
変
更

に
係
る

事
項

」
欄
は
、

変
更
を

し
よ
う

と
す

る
事
項
の

番
号
を

○
で

囲
む
こ

と
。
 

 
 

２
 

「
そ
の

他
必
要

な
事

項
」
欄
に

は
、
変

更
後
の

雨
水

貯
留
浸
透

施
設
整

備
計

画
に
基

づ
き
雨
水

貯
留

浸
透
施
設

を
設
置

す
る

こ
と
に

つ
い

て
、

他
の
法

令
に
よ

る
許
可

、
認
可

等
を

要
す
る
場

合
に

、
そ
の

手
続
の
状

況
を
記

載
す

る
こ
と

。
 

 
 

３
 

※
印
の

あ
る
欄

に
は

、
記
載
し

な
い
こ

と
。

 

雨
水
貯
留

浸
透
施

設
整

備
計
画

の
認
定
番

号
 

 
 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

第
 
 
 

 
号

 

変更に係る事項 

1
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
位

置
 

2
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
規

模
 

3
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
構

造
及
び
設

備
 

4
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
設

備
に
係
る

資
金

計
画

 

5
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
管

理
の
方
法

及
び

期
間

 

6
 
雨

水
貯
留
浸
透

施
設
の
設

置
の
工
事

の
実

施
時
期

 

変更の内容 

（
上
記
の

変
更
に

係
る
事

項
の

番
号
 

 
 
）

 

変
更
前

 

 変
更
後

 

 （
上
記
の

変
更
に

係
る
事

項
の

番
号
 

 
 
）

 

変
更
前

 

 変
更
後

 

 

変
更

の
理

由
 
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 
 

※
受

付
番

号
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 
第
 

 
 

 
 

号
 

※
変

更
の

認
定

番
号

 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

 
第
 

 
 

 
 

号
 

 
第

二
号

様
式

（
第

三
条

第
一

項
）

 

 

雨
水
浸
透
阻

害
行
為
に
関
す
る

工
事
及
び
対
策
工

事
の
計
画
説
明

書
 

雨
水
浸
透
阻
害
行

為
の
区
域
に
含
ま

れ
る
地
域
の
名
称
 

 

雨
水
浸
透
阻
害
行

為
に
関
す
る
工
事

及
び
対
策
工
事
の

計
画
の
方
針
 

 

行
為

区
域

内
の
 

土
地

の
現

況
 

宅
地
 

池
沼
 

水
路
 

た
め
池
 

道
 
路
 

(法
面
無
) 

道
 
路
 

(法
面
有
) 鉄

道
線
路

(法
面
無
) 鉄

道
線
路

(法
面
有
) 飛

行
場

(法
面
無
) 飛

行
場

(法
面
有
) 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

舗
装
さ

れ
た
土

地
（
法

面
を
除

く
。
) 

舗
装
さ

れ
た
土

地
（
法

面
に
限

る
。
) 

ゴ
ル
フ
場
 

運
動
場
 

締
め
固

め
ら
れ

た
土
地
 

山
地
 

植
生
に

覆
わ
れ

た
法
面
 

林
地
・

耕
地
・

原
野
そ

の
他
 

合
 
計
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

行
為

区
域

内
の
 

土
地

利
用

計
画
 

宅
地
 

池
沼
 

水
路
 

た
め
池
 

道
 
路
 

(法
面
無
) 

道
 
路
 

(法
面
有
) 鉄

道
線
路

(法
面
無
) 鉄

道
線
路

(法
面
有
) 飛

行
場

(法
面
無
) 飛

行
場

(法
面
有
) 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

舗
装
さ

れ
た
土

地
（
法

面
を
除

く
。
) 

舗
装
さ

れ
た
土

地
（
法

面
に
限

る
。
) 

ゴ
ル
フ
場
 

運
動
場
 

締
め
固

め
ら
れ

た
土
地
 

山
地
 

植
生
に

覆
わ
れ

た
法
面
 

林
地
・

耕
地
・

原
野
そ

の
他
 

合
 
計
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

対
策
工
事
に
係
る

雨
水
貯
留
浸
透
施

設
の
計
画
 

行
為

前
の

流
出

係
数
 
 

行
為

後
の

流
出

係
数
 
 

行
為

前
の

流
出

雨
水

量
 

㎥
／
秒

 
行

為
後

の
流

出
雨

水
量
 

㎥
／
秒

 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
計
画
 

名
 
称
 

容
量
又
は
規
模
及
び
構
造
 

管
 
理
 
者
 

 
 

 

 
 

 

そ
の

他
 

 

注
 
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
又
は
対
策
工
事
に
伴
い
道
路
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、「

そ
の
他
」
欄
に
は
、
当
該
道
路

の
名
称
、
管
理
者
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
 



  

三 

令和 5 年 9 月 22 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第７３号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                  
 

 

 
 

 

 
 

 

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                   
 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
第

三
号

様
式

（
第

五
条

第
一

項
及

び
第

三
項

）
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

変
更

許
可

申
請
書

 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

変
更

協
議

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
千
葉

県
知
事

 
 
 

 
 

様
 

申
請

者
（

協
議

者
）

 
住

所
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

法
人
に

あ
っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所
の

 

所
在
地

、
名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名
 

 
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
 の

許
可

を
受

け
た

に
つ

い
て

協
議

が
成
立

し
た

事
項

に
つ
い
て

変
更
し

た
い

の
で

、
特
定
都

市
 

河
川
浸

水
被
害

対
策

法
 第

 
 
３
 
 
７
 
 
条
 
 
第
 
 
１
 
 
項

第
37条

第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
35条

 の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
 

申
請

協
議
 
し

ま
す
。
 

  
注

 
 

 
１

 
「

変
更

に
係

る
事
項

」
欄

及
び

「
工

事
の

計
画

の
変
更

に
伴
い

変
更
す

る
事

項
」

欄
に
は

、
変
更

を
し

よ
う

と
す

る
事
項

に
つ

い
て

、
変

更
後

の
も

の
を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
２

 
「

そ
の

他
必

要
な
事

項
」

欄
に

は
、

雨
水

浸
透

阻
害
行

為
の
許

可
を
受

け
た

事
項

の
変
更

を
行
う

こ
と

に
つ

い
て

、
都
市

計
画

法
、

農
地

法
そ

の
他

の
法
令

に
よ

る
許

可
、

認
可

等
を

要
す

る
場
合

に
、

そ
の

手
続

の
状

況
を

記
載

す
る
こ

と
。

 
 

 
３

 
※

印
の

あ
る

欄
に
は

、
記

載
し

な
い

こ
と

。
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
許

可
番

号
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
 

 
 

 
号

 

変更に係る事項 

１
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
区

域
に

含
ま

れ
る

地
域

の
名

称
 

 

２
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

区
域

の
面

積
 

㎡
 

３
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

に
関

す
る

工
事

の
計

画
の

概
要

 
 

４
 

対
策
工
事
の
計
画
の
概
要

 
 

変
更

の
理

由
 
 

伴い変更する事項

工事の計画の変更に

１
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

に
関

す
る

工
事

の
着

手
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

２
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

に
関

す
る

工
事

の
完

了
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

３
 

対
策

工
事

の
着

手
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

４
 

対
策

工
事

の
完

了
予

定
年

月
日

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 
 

※
受

付
番

号
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
 

 
 

 
 

号
 

※
変

更
の

許
可

に
付

し
た

条
件

 
 

※
変

更
の

許
可

番
号

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
第

 
 

 
 

 
号

 

雨
水

浸
透

阻
害
行
為
変

更
届
出

書
 

年
 

 
月

 
 
日

 
千

葉
県

知
事

 
 
 

 
 
様

 

届
出
者
 
住

所
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

法
人

に
あ

っ
て
は
、

主
た

る
事
務

所
の
 

所
在

地
、

名
称
及
び

代
表

者
の
氏

名
 

 
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

第
3
7
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
許

可
を

受
け

た
事

項
を
変
更
し

ま
し

た
の

で
、

次
の

と
お

り
届

け
出
ま

す
。
 

 雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
許

可
の
 

許
可

番
号
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
第
 

 
 
 

 
号
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
区

域
に

含
ま

れ
る

地
域
の

名
称
 

 

変更に係る事項 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

に
関

す
る
 

工
事

の
着

手
予

定
年

月
日
 

 
 

 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

に
関

す
る
 

工
事

の
完

了
予

定
年

月
日
 

 
 

 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

対
策

工
事

の
 

着
手

予
定

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

対
策

工
事

の
 

完
了

予
定

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

 

 
第

四
号

様
式

（
第

六
条

）
 



 
 

 

四 
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（
表
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

 

写真 

身
分

証
明

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
 
 
属
 

職
 
 
名
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

上
記
の
者
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水

被
害
対
策
法
第
4
2
条
第
１
項
及
び
第
74
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

 年
 
 
月
 
 
日
交
付
 

年
 
 
月
 
 
日
限
り
有
効
 

 

千
葉
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 印
 

（
裏
）
 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
抜
粋
）
 

 
（
立
入
検
査
）
 

第
4
2
条
 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
3
0
条
、
第
37
条
第
１
項
、
第
3
8条

第
２
項
、
第
39
条
第
１
項

又
は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
係
る
土
地
（
対
策

工
事
に
係
る
建
築
物
等
を
含
む
。
）
に
立
ち
入
り
、
当

該
土
地
、
当
該
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
当
該
対
策
工
事
の
状
況
又
は
当

該
対
策
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
施
設

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
立
入
検
査
）
 

第
7
4
条
 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
5
7
条
第
１
項
、
第

6
2条

第
１
項
、
第
6
3条

第
２

項
、
第
6
4条

、
第
6
6
条
、
第
7
1条

第
１
項
又
は
前
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
当
該
土

地
若
し
く
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
当
該
土
地
若
し
く
は

建
築
物
又
は
当
該
土
地
若
し
く
は
建

築
物
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
開
発
行
為
若
し
く
は

特
定
建
築
行
為
に
関
す
る
工
事
の
状
況

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

検
査

の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
備
考
 
こ
の
証
明
書
は
、
用
紙
１
枚
で
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
第

五
号

様
式

（
第

八
条

第
一

項
）

 
 

第
六

号
様

式
（

第
八

条
第

二
項

）
 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 

（
表
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

 

写真 

身
分

証
明

書
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
 
 
属
 

職
 
 
名
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

上
記
の
者
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
7
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
他

人
の
占
有

す
る
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

 年
 
 
月
 
 
日
交
付
 

年
 
 
月
 
 
日
限
り
有
効
 

千
葉
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 印

 

（
裏
）
 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
抜
粋
）
 

 
（

立
入
検
査
）
 

第
7
4
条
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
略
 

 
（

測
量
又
は
調
査
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等
）
 

第
7
7
条

 
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
等
の
長
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若

し
く
は
委
任
し
た
者
は
、
第
３
条
第
３

項
（
同
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
都
市
河
川
流
域
の
指
定
又
は
第
4
4条

第
１
項

の
規
定
に

よ
る
保
全
調
整
池
の
指
定
に
関
す
る
測
量
又
は
調
査
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が

あ
る
と
き

は
、
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立
ち
入
り
、
又
は
特
別
の
用
途
の
な
い
他
人
の
土
地

を
作
業
場

と
し
て
一
時
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
 

２
～

４
 
略
 

５
 
第
74
条
第
２
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

６
～
1
0
 
略
 

 
 
備
考
 
こ
の
証
明
書
は
、
用
紙
１
枚
で
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
 


